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【手続補正書】
【提出日】平成22年12月10日(2010.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水、焼成石膏、ナフタレンスルホネート分散剤、並びに該ナフタレンスルホネート分散
剤の効力を増す化学構造を有する少なくとも１つの変性剤を含む石膏スラリーであって、
該変性剤が、石灰、ソーダ灰、炭酸塩、珪酸塩、リン酸塩、ホスホネートおよびこれらの
組み合わせからなる群から選ばれることを特徴とする石膏スラリー。
【請求項２】
　該変性剤が、該焼成石膏の乾燥重量に基づいて約０．１重量％から約０．２５重量％の
濃度で存在する請求項１の石膏スラリー。
【請求項３】
　該スラリーのｐＨが約９より低い請求項１又は２に記載の石膏スラリー。
【請求項４】
　該ナフタレンスルホネート分散剤が、該焼成石膏の乾燥重量に基づいて約０．０５重量
％から約０．５重量％の濃度で存在する請求項１～３のいずれか１項に記載の石膏スラリ
ー。
【請求項５】
　該水が、該焼成石膏の乾燥重量に基づいて約０．４重量％から約０．８重量％の濃度で
存在する請求項１～４のいずれか１項に記載の石膏スラリー。
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【請求項６】
　少なくとも１つの外装材、並びに請求項１～５のいずれか１項に記載の水和された石膏
スラリーを含有する石膏芯を含むことを特徴とする石膏パネル。
【請求項７】
　該変性剤が、該焼成石膏の乾燥重量に基づいて約０．０５重量％から約０．２５重量％
の濃度で存在する請求項６の石膏パネル。
【請求項８】
　該ナフタレンスルホネート分散剤が、該焼成石膏の乾燥重量に基づいて約０．０５重量
％から約０．５重量％の濃度で存在する請求項６又は７の石膏パネル。
【請求項９】
　ナフタレンスルホネート分散剤の効力を増す化学構造を有する変性剤を選択し、
変性剤、ナフタレンスルホネート分散剤、水および焼成石膏を組み合わせて石膏スラリー
を形成する方法であって、該変性剤が、石灰、ソーダ灰、炭酸塩、珪酸塩、リン酸塩およ
びセメントからなる群から選ばれることを特徴とするナフタレンスルホネート分散剤を含
む石膏スラリーの製造方法。
【請求項１０】
　該組み合わせ工程が、焼成石膏の添加前に、ナフタレンスルホネート分散剤および変性
剤と水とを組み合わせることをさらに含む請求項９の方法。
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